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Ⅰ 事業の概要 

 

１．事業の目的 

野生鳥獣の生息分布の拡大とそれによる農業被害の深刻化は、過疎化、高齢化による農業

基盤の弱体化にあえぐ農山村に追い討ちをかけ、営農意欲までをも奪う事態を招いている。

本事業はこうした現状を打開し、地域における被害防止対策の普及と効果的な推進に寄与す

ることを目的とする。 

 

２．事業の内容 

事業は以下の項目について実施した。 

（１）被害防止対策手法に関する調査 

（２）イヌを活用した新たな被害対策技術の検討 

（３）全国検討会（全国鳥獣被害対策サミット）の開催 

（４）委員会の開催 

（５）報告書等の作成・配布 
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Ⅱ 被害防止対策手法に関する調査 

１．はじめに 
野生鳥獣による被害対策に関しては、これまでさまざまな対策手法が開発され、現在も手

法の改良や新たな技術開発が進められている。しかしながら、これまでの取組で大きく欠け

ていた点に、これらの新たな手法を検討するために必要な被害状況の的確なモニタリング手

法の評価がある。被害状況のモニタリングは、被害の程度や推移を計る「ものさし」であり、

このものさしが被害対策を進める上での必要最低限の精度を保っていなかったり、地域ごと

に異なっていたりすると被害対策の効果測定は困難である。 

また、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき、

市町村は、被害防止計画による捕獲、防護柵の設置等といった鳥獣被害対策の実践的活動を

担う「鳥獣被害対策実施隊」を設置することができるが、農作物被害の軽減・防止を達成す

るためには、その効果的な運用事例や実施体制等について検討が必要である。 

そこで本業務では、被害対策の根幹をなす１．被害状況モニタリング手法の検討、２．鳥

獣被害対策実施隊（以下、「実施隊」という。）の運用状況の整理を中心に行うとともに、地

域活動や特定の対策手法の調査により、３．地域ぐるみの総合対策の優良事例の分析、４．

イヌを活用した被害対策や捕獲手法の整理と検証を行う。 

１と２に関しては、被害防止計画を策定した市町村を対象にアンケート調査を実施し、注

目すべき取組については、現地ヒアリングを実施した。３については、現地ヒアリングを中

心に実施した。４については現地調査を行った。なお、４．イヌを活用した新たな被害対策

技術の検討（選択的捕獲技術の検証）については、現地調査を伴うものであるため、Ⅲ章で

詳しく述べる。 

 

２．調査方法 
 

２．１ アンケート調査 
農業被害モニタリングの実施状況と実施隊の現状について、被害防止計画を策定している

市町村に対して、アンケートを実施した。アンケートの配布数は1,281市町村であった。ア

ンケートでは、主に野生鳥獣の被害対策に係る市町村担当者について、また、被害状況モニ

タリングの実施状況及び実施隊の運用状況について質問した。詳細なアンケート内容につい

ては、参考資料を参照されたい。 

 

２．２ 現地ヒアリング 
１．被害状況モニタリング手法の検討、２．実施隊の運用状況及び３．地域ぐるみの総合

対策について、注目すべき取組を行っている自治体や団体に対して、現地ヒアリングを行っ

た。 
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図2-3-2 鳥獣被害に係る担当者の経験年数 

 

表2-3-1 鳥獣被害に係る担当者の専門  

専門 回答数 比率 

一般事務 366 46.8%

専門なし、新卒 179 22.9%

鳥獣被害 8 1.0%

農林業関係 104 13.3%

その他 124 15.8%

総計 781 100.0%

無回答を除く 
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表2-3-2 鳥獣被害に係る担当者の経験年数と人数（無回答を除く）  

経験年数 1人未満 1人 2人 3人 4人 5人以上 計 

1年未満 53 43 14 0 0 1 111 

1年 149 112 26 7 3 0 297 

2年 104 80 26 12 2 2 226 

3年 81 48 23 8 2 3 165 

4年 44 22 7 2 2 1 78 

5年 19 14 3 5 0 2 43 

6年 14 4 3 1 1 0 23 

7年 10 2 1 2 0 0 15 

8年 7 5 1 0 0 0 13 

9年 4 0 0 0 0 0 4 

10年以上 16 4 5 2 0 0 27 

計 501 334 109 39 10 9 1002 

 

表2-3-3 鳥獣被害対策の専従職員の数 

人数 回答数 比率 

0人 97 11.4%

1人未満（兼務） 9 1.1%

1人 270 31.8%

2人 83 9.8%

3人 39 4.6%

4人 11 1.3%

5人以上 9 1.1%

無回答 330 38.9%

合計 848 100.0%
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（２）鳥獣被害に係る専門員 

非常勤で専門員を配置している市町村は、76市町村あった（表2-3-4）。その人数は１人も

しくは２人が９割近くを占めていた。一方で、専門員が５人以上いる市町村が、５市町村あ

った（長野県軽井沢町、群馬県下仁田町、群馬県みなかみ町、沖縄県北大東村、秋田県八峰

町）。 

専門員の業務内容は、被害対策の指導が最も多く、約 67%であり、次いで、サルの監視・

追い払いが４割強であった（表2-3-5）。 

こういった専門職員の雇用形態は、1 年未満の期間雇用か雇用関係を結ばないケース（謝

金払い）が９割を占めていた（表2-3-6）。一方、正職員として雇用している市町村は６市町

村あった。人数では、１人が最も多くなっていた。 

 

表2-3-4 鳥獣被害に係る専門員（指導員、被害防除推進員）の人数  

人数 回答数 比率 

1人 39 51.3%

2人 28 36.8%

3人 2 2.6%

4人 2 2.6%

5人以上 5 6.6%

合計 76 100.0%

 

 

表2-3-5 鳥獣被害に係る専門員 

（指導員、被害防除推進員）の業務内容（複数回答）  

専門員業務内容 回答数 比率 

１．被害対策の指導  68 66.7%

２．サルの監視・追い払い  47 46.1%

３．捕獲指導  37 36.3%

４．被害防除設備（電気柵等）

の見回り・補修  
27 26.5%

５．その他 25 24.5%

回答市町村数 102
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表2-3-6 鳥獣被害に係る専門員（指導員、被害防除推進員）の人数と雇用形態 

専門員の人数 
雇用形態 

計 
正職員 1年未満 報奨費 正職員＋1年未満 

1人 5 25 4 0 34 

2人 1 21 0 1 23 

3人 0 2 0 0 2 

4人 0 2 0 0 2 

5人 0 2 0 0 2 

6人 0 1 0 0 1 

8人以上 0 0 2 0 2 

計 6 53 6 1 66 
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４．農業被害モニタリングの実施状況の把握と手法の評価 
 

４．１ 目的 
野生鳥獣による農業被害が深刻化・拡大化・長期化する中で、鳥獣被害の対策が各地域で

の重要課題となっており、対策技術の開発や普及が進められている。同時に、捕獲や被害防

除などの効果的な対策を進めていくには、対策の意思決定のために必要十分な精度で被害の

状況を把握することが不可欠である。これは、被害の状況が適切に把握されていないと、対

策の効果が検証できず、効果的かつ効率的な対策が推進できないからである。しかし、現状

では、被害に関する算定方法には課題があることが指摘されている。 

現行の被害の状況把握の方法に関する課題を整理し、改善案を提示するとともに、今後、

適切かつ効果的な被害の評価を推進していくために、先進的・効果的な手法を導入している

市町村や都道府県の事例を収集することが重要である。 

そこで、本調査では、被害防止計画を策定している市町村を対象に、農林水産省が実施し

ている「野生鳥獣による農作物の被害状況」についての調査方法や活用方法、課題等をアン

ケート形式で調べるとともに、市町村が独自に実施している農業被害とその対策の状況等の

調査の実施状況についても聞き取った。 

さらに、被害とその対策の効果検証に際し、先進的な情報収集をしている県を選定し、調

査方法や項目、活用方法などについて、ヒアリングを行った。 

 

４．２ 方法 
１）都道府県の被害モニタリング方法について、資料調査、ヒアリング調査、アンケート調

査等により情報を収集･整理し、被害モニタリング手法の現状を明らかにし、問題点を抽

出する。 

２）兵庫県で実施されている農業集落を対象とした被害とその対策の状況に関するアンケー

ト調査（以下、「農業集落アンケート」という。）の詳細を調べ、被害モニタリング手法

としての妥当性を評価する。またコスト面も考慮し、他地域への普及可能性等を検討す

る。 
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しては、人手が

小評価である

の約 20%の市町

把握について、

と統一されて

町村独自の方

ている。市町村

というメリッ

なる場合があ

しつつある。

度に不安

がある

82%

答なし

%

10 

調査すること

する上で、行

あると認識し

いて、把握で

に示す。 

評価できてい

。 

把握状況 

題についての

れた。 
れていない」

ない」と回答

町村は、全体

」と回答した

が足りないこ

ることを課題

町村では、課

、多くの課題

ていない」と回

方法で実施さ

村独自の様式

トがある一方

ある。現在、

このような現

把握

とは、予算的

行政担当者や

していること

できていると

いるかどうか

の設問では、

と回答した市

答した市町村は

体の約 20%とな

た市町村は、

こと等で微少

題としてあげた

課題はないと

題があると考

回答した市町

されている市

式で調査を実

方で、全く様

多くの野生

現状に対して

握できてい

る

16%

的にも労力的

や対策に係る利

とが重要にな

と考えている

かについては

 

図2-4-4に加

市町村は、全

は、全体の約

なった。その

それぞれ14

少な被害が把握

た市町村が、

と認識してい

考えているこ

町村が最も多

市町村がおおよ

実施すること

様式が異なっ

生鳥獣が分布域

て、効果的な対

的にも困難であ

利害関係者同

る。そこで、

かについてア

は、８割以上の

に加え、その他

全体の 28%と

約24%になった

の他、「予算が

4%、５%とな

把握できていな

７%となった

いる一方で、多

とが明らかと

多かったとい

よそ40％以上

は、地域の状

てしまうと周

布域を拡大して

対策を推進し

ある

同士

、市

アン

の市

他の

とな

た。

が不

なっ

ない

た。 

多く

とな

う結

上に

状況

周辺

てい

して



 

いくた

の状況

る場合

地域

の一つ

なお

調査方

っての

おいて

被害対

 

 

 
 

３）「

上記

把握す

方法

ためにも、市

況を共有する

合があり、広

と統一されて

つであると考

お、農林水産省

方法の趣旨や

の留意事項等

ては、この

対策に取り組

図2-4-4 

表2-4-1 

過小

正確

小

「被害金額・

記設問の課題

することは、

方法が年

予算

項目の設定方

法が他地域と統

市町村間や都

る必要がある

広域での対策

ていない」と

考えられる。

産省では、平成

や考え方、調

等」を策定し

「留意事項」

組めると考え

現状の被害

現状の被害

小評価（回収率が

確な情報が得ら

より適

小規模被害の把

JA,共

面積・量など

題でも挙げら

困難な場合

その

年によって変

算が不足して

特に課題は

方法がわから

統一されてい

都府県間で連携

るが、手法が異

策の足かせとも

との回答が最

 

成24年度調査

調査事例など

し、都道府県に

の内容を共有

えられる。 

害情報に関す

害情報に関す

その他の課題

が低い・申告が

られない（回答

人材・時間不足

適した調査方法

精度に不安

把握が困難（自家

共済による把握

どの絶対量」

られていた通

合がある。よ

0%

の他

わる

いる

ない

ない

ない

11 

携が必要とさ

異なる場合、

もなってしま

も多かったの

査時に、より的

を盛り込んだ

に周知してい

有することで

する調査方法

する調査方法

題 

がないケースが

答者により差が

足 

法にしたい 

安 

家消費、家庭菜

握の限界 

の算出の必

り、野生鳥獣

り厳密な調査

5% 1

されている。

単純に状況

まう。調査方

のは、このよ

的確に被害状

だ「野生鳥獣

いるところで

で、調査の把

の課題 

のその他の課

が多い） 

が出る） 

菜園） 

必要性 

獣による被害

査を実施する

0% 15%

割合

連携を図る

況を比較する

法の課題とし

ような背景が

状況の把握が行

獣による被害状

である。都道府

把握が統一的

課題 

割

害の金額・面積

るには、多大

20%

ためには、被

ことが難しく

して、「方法が

あることが理

行われるよ

害状況調査に当

道府県、市町村

的になり、広域

割合 

7% 

6% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

面積・量を詳細

大な費用と労力

25% 3

被害

くな

が他

理由

う、

当た

村に

域の

 

細に

力が

30%



 

かかる

く、被

てい

が、被

を進め

である

これ

絶対量

回答

は、全

の21

これ

または

一方、

困難で

握すれ

 
 

 
これ

市町村

握が困

後、被

方で、

現段階

ることとなる

被害の程度や

くことも可能

被害の程度や

めることが可

る。 
れらの内容に

量」の算出の

答の結果、被

全体の41％程

%程度であっ

れらの回答に

は、被害対策

、「そう思わ

であるためと

れば、対策は

れらの回答か

村よって大き

困難であるこ

被害程度や被

、被害金額の

階で、絶対量

る。このよう

や農家等の被

能であるとい

や被害者感情

可能であるこ

に関する市町

の必要性につ

被害の絶対的

程度であった

った。また、

については、

策の費用対効果

ない」「あま

と回答した市

は可能である

図2-4-5

から、被害金

きく異なるこ

ことや、対策

被害者感情を

の算出につい

量の必要性の

ど

そう

な場合、被害

被害者感情とそ

いう意見があ

情の減少および

ことから、必ず

町村担当者の認

ついての回答

的な量の把握の

た。一方、「そ

「どちらとも

「ややそう思

果を検証する

まりそう思わな

市町村は、２割

ると回答した市

5 現状の被害

金額・面積・量

ことがわかった

策を進めるにあ

を指標とするモ

いては、対策の

の是非について

どちらともいえ

い
36%

あまりそう思

わない
18%

う思わない
3%

12 

害金額や面積

その変化を把

る。つまり、

び解消である

ずしも被害の

認識を把握す

を図2-4-5に

の必要性につ

そう思わない

も言えない」

思う」、「そう

るためと回答

ない」理由と

割程度にのぼ

市町村が、１

害情報に関す

量などの「絶対

た。被害に関

あたって不可

モニタリング

の推進にあた

て、結論づけ

そう
19

や
な

回答な
2%

積、量などの

把握すること

ある地域に

る場合、その

の絶対量が必

するために、

にまとめた。

ついて、「やや

い」「あまりそ

との回答は3

思う」理由

答した市町村が

として、厳密

ぼり、次いで

１割程度とな

する調査方法

対量」につい

関する絶対量

可欠ではない

グの実施が有

たって、必要

けることはで

思う
9%

ややそう思う
22%

なし
%

の絶対量を把握

とにより、被

においては、被

の内容を把握す

必要とはなら

「被害金額・

 
や思う」、「そ

そう思わない

36%であった。

としては、予

が全体の４割

密に絶対量を把

で、被害程度

なった。 

法の課題 

いて、その把握

量の把握は、被

い市町村もあ

有効である可能

要としている

できないが、少

把握するのでは

被害対策を推進

被害対策の目

握することで対

ないというこ

面積・量など

そう思う」の回

い」の回答は全

。 

予算要求のた

割程度であっ

把握すること

度の動向などを

 

把握の必要性は

被害の正確な

ることから、

可能性がある。

市町村も多い

少なくとも、

はな

進し

目的

対策

こと

どの

回答

全体

ため、

った。

とは

を把

は、

な把

、今

一

い。

、被



 

害程度

なども

 

４）統

これ

してあ

的な手

「そ

まりそ

 

 

統一

度と被

分析

も、被

がわか

が大き

の採用

少数で

差があ

 

度を中心とし

も算出できる

統一的な手法

れまでのアン

あげられてい

手法があった

う思う」「やや

そう思わない

図

一的な手法を

被害の把握状

した（図2-4

被害が把握で

かった。また

きい市町村ほ

用意向につい

であったもの

あるため」と

してモニタリ

るような仕組

法の必要性 

ンケートの結

いる。そこで

た場合に採用

やそう思う」

い」または「

図2-4-6 被

を必要として

状況、３獣種

4-7）。その結

できていない

た、全国で深

ほど、統一的

いて、「そう思

のの、その理

と回答した市

ングを実施す

組みが必要であ

結果から、市町

で、今後、農業

用したいかど

と回答した

「そう思わない

被害の動向が把

ている理由をア

種（シカ・イ

結果、現行の方

いと回答した市

深刻な被害を及

的な手法を必要

思わない」ま

理由は、「手間

市町村が４件で

 

13 

することとそ

あると考えら

町村によって

業被害調査に

うかについて

た市町村は、全

い」と回答し

把握できる統

アンケート結

ノシシ・サル

方法で被害を

市町村の方が

及ぼしている

要としている

または「あま

間・負担が増

であった。

その汎用化を

られる。 

て被害評価の

について、被

て集計を行っ

全体のおおよ

した市町村は

 

統一的な手法

結果より把握

ル）の分布と

を把握できて

が、統一的な

るシカ・イノ

ることがわか

まりそう思わな

増える」と回答

を進めて行く

の様式が異な

被害の動向が把

った（図2-4-6

よそ70%であっ

は、わずか３%

法の採用意向 

握するために

と被害程度と

ていると回答

な手法を必要

ノシシ・サル

かった。一方

ない」と回答

答した市町村

には、被害金

ることが課題

把握できる統

6）。集計の結

った。一方、

%にとどまっ

に、採用意向の

の関係につい

答した市町村よ

要としているこ

ルによる被害程

方、統一的な手

答した市町村

村が７件、「地

金額

題と

統一

結果、

「あ

った。 

の程

いて

より

こと

程度

手法

村は、

地域
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90%

100%

そ

ど

そ

 

 

 

 

 

図2-

 

これ

は高

 

５）「

前項

たこ

状況を

ートの

 

●農業

農業

ついて

 

 

把握できて

被

そう思う

どちらともいえな

そう思わない

-4-7 被害の

採用意

れらのことか

く、特に被害

「野生鳥獣に

項で、農業被

とから、現行

を調べた。そ

の実施状況」

業集落アンケ

業集落の代表

て図2-4-8に

ている 把握

被害の把握状

ややそう

ない あまりそ

 

の把握状況お

意向（図2-4-6

から、被害の

害が深刻な市

よる農作物の

被害の適切な

行の野生鳥獣

その結果とし

を取りまと

ケートの実施

表者に農業被

に、様式の統

できていない

状況

う思う

そう思わない

よび３獣種に

6）の関係 

の動向が把握で

市町村でその程

の被害状況」

な評価手法と農

獣による農作物

して、以下の、

とめた。合わせ

施状況 

被害と対策の状

統一状況につい

14 

い

0%
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20%
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40%
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70%
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100% 

 

 

 

 

 

による被害程

できる統一的

程度が強いこ

以外のモニ

農業被害に関

物の被害状況

、「農業集落ア

せて、調査様

状況等を聞く

いて表2-4-2

３種（シ

そう思う

どちらと

そう思わ

程度と統一的

的な手法につ

ことが明らか

ニタリング方法

関する統一的

況調査として

アンケートの

様式の統一状

く「農業集落

2に取りまと

シカ・イノシ

もいえない

ない

的な手法の 

ついては、全

かとなった。 

法について 

的な様式が強

てのモニタリ

の実施状況」

状況について

落アンケート

とめた。 

シシ・サル）

程度

ややそう

い あまりそ

全国的にその要

 

強く求められて

ング調査の実

と「農家アン

も集計した。

」の実施状況

）の分布と被

う思う

そう思わない

要望

てい

実施

ンケ

 

況に

被害

い
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 図2-4-8 農業集落アンケートの実施状況 

 

表2-4-2 農業集落アンケートの調査様式の統一状況 

県名 都道府県で共通 周辺市町と共通 市町村独自 回答なし 計 

兵庫県 16       16 

奈良県 8 8 

岐阜県 7 5 12 

三重県 6 3 9 

北海道 1 3 2 6 

宮城県 1 1 

鳥取県 1 1 

宮崎県 1 1 

山梨県 1 1 

京都府 1 3 4 

和歌山県 1 1 2 

その他   2 24 26 

総計 44 2 39 6 91 

※農業集落の代表者に被害と対策の状況を聞くアンケートは、兵庫県、奈良県、岐阜県、三

重県などの県で統一の様式を使用している（４県の調査様式は同一（類似）している）。 

 

農業集落アンケートの実施市町村は、兵庫県の市町村で最も多く、次いで、奈良県、岐阜

県、三重県となった。 

これらの４県のアンケートの様式については、兵庫県と奈良県では全ての市町において、

県内で共通した様式を利用していた。、岐阜県、三重県でも県で共通した調査様式を使用して

いる市町村が多かった。 

また、アンケート調査の設問項目については、上記４県については、その内容が同一、ま



 

たは類

次項の

 

６）農

農業

施状況

 

 

 

※

類似していた

の「農業被害

農家（各戸別

業集落の各戸

況について、

県名 

奈良県 

三重県 

北海道 

神奈川県 

茨城県 

宮崎県 

青森県 

広島県 

岐阜県 

その他 

総計 

※農家（各戸

た。同一の様

害モニタリン

別）アンケー

戸別に農業被

図2-4-9に

 図

表2-4-

都道府県で

  

戸別）のアン

様式は、兵庫県

グ（農業被害

ートの実施状況

被害と対策の状

に、様式の統一

図2-4-9 農

-3 農家アン

共通 周辺市

3   

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

ンケートは市町

16 

県で開発され

害アンケート

況 

状況を聞くア

一状況につい

 

農家アンケー

ンケートの調

市町と共通

3

1

2

6

町村独自の様

れた様式であ

）の内容と普

アンケート調

いて、表2-4

トの実施状況

調査様式の統一

市町村独自

2

2

6

様式が大半を

あり、この内容

普及方法」で詳

調査「農家ア

-3に取りま

況 

一状況 

回答なし

2   

2

4

2

4

1

5

9

9

を占めている。

内容については

で詳しく述べる

ンケート」の

とめた。 

 

し 計 

5 

4 

1 29 

1 

4 

5 

2 

1 

6 

32 

2 89 

。 

は、

る。 

の実
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農家アンケートの実施市町村は、北海道で最も多く、ついで、岐阜県、奈良県、宮崎県、

三重県、茨城県となった。アンケートの調査様式については、多くの市町村で、市町村独自

のものであることがわかった。今回の調査では、農業集落アンケートと農家アンケートの目

的について、詳細を聞き取っていない。そのため、現段階では、その内容の違いについて、

詳細を述べることはできない。しかし、サンプリング調査で調べた調査の項目などを見る限

りでは、「農業集落アンケート」は、市町村または県全体での被害の動向や対策の効果を把握

し、今後の捕獲や被害対策の大きな方針を定めるための調査様式になっていた。一方で、「農

家アンケート」は、個別の被害対策技術の効果を調べ、集落単位、またはそれ以下の単位で

の対策の推進のための材料を収集している傾向があった。調査様式の統一からみても、「農業

集落アンケート」が県統一の様式を、「農家アンケート」が市町村独自の様式を用いている市

町村が多いことからも、調査の目的が異なるものであると考えられる。 

 

４．４ 農業被害モニタリング（農業被害アンケート）の内容と普及方法 
（１）「農業集落アンケート」について 

前項の、複数県で導入されており、集落単位で農業被害と対策の状況を把握する手法「農

業集落アンケート」について、ヒアリング調査を行った。ヒアリングは、兵庫県や三重県で

使用されている「農業集落アンケート」を開発した兵庫県立大学／兵庫県森林動物研究セン

ターの坂田宏志 准教授／主任研究員を対象に行った。 

 

１）農業集落アンケートのコンセプト 

都道府県で策定する特定鳥獣保護管理計画や市町村で策定する被害防止計画など、広域的

な野生動物管理の意思決定のために必要な農業被害とその対策の状況を、効率的に把握する。 

 

２）調査方法・項目 

農業集落アンケートは、世界農業センサスの集落単位で調査が実施され、集落の代表者に

集落全体の状況について回答してもらう方法のアンケート調査になっている。 

調査項目は、できるだけ多くの回答者が把握しやすく、かつ簡便に回答できる以下のよう

な項目を設定となっている（図2-4-10、図2-4-11）。主な項目として、以下のような設問が

設けられている。 

・動物種ごとの分布の有無（いる、いない） 

・被害の程度（ほとんどない、軽微、大きい、深刻） 

・実施した対策（あり・なし）とその効果（あり・なし） 

など（※詳細は、調査用紙を参照） 
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図2-4-10 農業集落アンケート表面（兵庫県2013） 
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図2-4-11 農業集落アンケート裏（兵庫県2013） 
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●「管理の具体的な数値目標の設定】 

農業集落アンケートから得られた被害程度と生息密度の情報を合わせて分析することで、

被害を軽減するための生息密度の管理について目標設定ができる。 

設定方法の一例は、以下の図2-4-13の通りである。 

 

 

図2-4-13 農業被害軽減に向けたシカの密度管理の目標設定 

 

●「捕獲や被害対策の効果検証】 

農業集落アンケート結果をもとに、農業集落からみた、捕獲や防護柵設置による被害軽減

の効果が検証できる。 

 

４）入力・分析サポート 

農業集落アンケートは、入力や結果の分析に関するサポート体制も整備されている。 
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※OCR用紙は、アンケート内容などを自動でデータ化するため特殊な用紙である。 

※「野生動物意思決定支援システム」は、兵庫県立大学で開発されたシステムで、特定鳥

獣保護管理計画や防除実施計画の策定を支援する仕組みである。詳細については、以下のURL

を参照。 

http://www.wmi-hyogo.jp/database/database_detail.aspx?RecordId=DA00000268 

 

＜「農業集落アンケートの普及にあたっての課題・改善案」について＞ 

【被害金額としての算出・調査協力者（農業集落）の負担の軽減】 

農業集落アンケートを活用した分析手法については、現在、開発が進められている。市町

村アンケートによって明らかとなった農業被害程度から農業被害金額への換算についても、

その手法の開発が進められている。 
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５．鳥獣被害対策実施隊の現状の整理と効果的な実施体制の検証 
 

５．１ 目的 
効果的な対策につながる実施隊の運用方法を提案する。 

 

５．２ 方法 
１）実施隊の組織体制、活動内容、被害軽減効果に関して資料調査、ヒアリング調査、アン

ケート調査等により情報を収集･整理し、被害軽減効果の高い実施隊をいくつか抽出する。 

２）１により抽出した実施隊について詳細なヒアリングを行い、被害軽減効果をあげる要因

について検討する。 

 

５．３ アンケート結果 
アンケート結果による実施隊設置についての回答数は582市町村であった。なお、参考と

して、平成25年10月末現在の実施隊設置数は745となる（図2-5-1）。 

 

図2-5-1 平成25年10月現在の実施隊設置状況（農林水産省ホームページより転載） 
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（３）実施隊設置後の被害の変化 

実施隊を設置した後に被害がどうなかったかを質問したところ、被害が減ったと回答した

市町村は123市町村であった。農林水産省によると、平成24年度４月末現在の実施隊の設置

数は417であり、平成23年度４月末現在の87から大幅に増加している。平成24年度４月以

降に設置された市町村については、実施隊の活動期間が短いことなどが要因となり、被害の

変化として変わらないと回答されたと考えられる。被害が減少した市町村に対して、効果的

な対策について質問したところ、捕獲だけでなく柵の設置や見回りなど複数回答が多くなっ

ていた（図2-5-4）。回答のうちの「その他」の項目には、地域の意識改革、農家の被害対策

意識の向上、広報、緩衝帯整備などが含まれていた。 

 

 

図2-5-4 被害が減ったと回答された市町村に伺った効果的な対策 

 

（４）実施隊設置後の被害の変化と平均捕獲数 

被害の変化にかかわらず、平成24年度の平均捕獲数は平成23年度をほぼ上回る結果とな

った。被害が減った市町村は、被害の変わらない市町村と比較して、平均捕獲数は少ない結

果となった（表2-5-1）。 

 

表2-5-1 実施隊設置後の被害の変化と平均捕獲数 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

わなによる捕獲

銃器による捕獲

柵の設置やメンテナンス

集落の見回り・監視・追い払い

住民への研修

生息状況調査

その他

H23 H24 H23 H24 H23 H24 H23 H24
減った 61.5 99.6 191.6 224.5 268.1 292.7 75.8 54.3
増えた 52.8 101.2 123.3 113.9 25.8 326.3 6.0 49.8

変わらない 179.6 224.9 214.9 242.3 446.6 468.5 102.4 102.0
未回答 64.7 84.2 96.4 104.4 194.9 258.7 32.1 33.1

シカ イノシシ
わな 銃器 わな 銃器
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（５）実施隊の隊員数 

被害の変化と民間隊員総数や市町村職員数には違いはみられなかった（表2-5-2）。被害が

減ったという市町村では、民間隊員に含まれる農業者数が多くなっていた（表 2-5-3）。表

2-5-1 の結果からも、野生鳥獣がどこから田畑に出てくるかを把握している農業者だからこ

そ、加害個体を的確に捕獲でき、被害の減少につながっているものと考えられる。市町村職

員数では、被害が減った市町村は増えた市町村に比べ、専門職員数が多く、兼任職員数が少

なかった。 

 

 

表2-5-2 実施隊設置後の被害の変化と平均隊員数 

 

 

表2-5-3 実施隊設置後の被害の変化と業種別隊員数 

 

  

民間隊員数 市町村職員数

減った 30.4 6.2

増えた 31.0 6.1

変わらない 21.0 6.7

未回答 50.5 5.3

森林組合人数 農業組合人数 狩猟者数 農業者数 その他 担当者数 専門職員数 兼任職員数

減った 0.4 0.7 35.4 16.1 22.5 4.5 1.3 4.1

増えた 1.0 0.0 53.8 4.7 16.0 2.8 0.0 5.4

変わらない 0.3 0.8 27.0 7.7 16.5 3.6 1.4 7.0

未回答 - - 51.2 14.0 33.0 3.8 - 5.5

民間隊員 市町村職員
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（６）実施隊の優遇措置の活用状況について 

実施隊は、被害防止計画に基づく捕獲、防護柵の設置等といった鳥獣被害対策の実践的活

動を担い、設置した市町村はさまざまな優遇措置を受けることができる。平成24年度からは、

鳥獣被害防止総合対策交付金による実施隊の重点支援が実施されている。実施隊の優遇措置

の活用では、狩猟税の軽減を活用している市町村が最も多く276市町村となった（表2-5-4）。 

 

表2-5-4 優遇措置の活用状況 

 

 

（７）実施隊設置後に行えるようになった対策や活動 

実施隊を設置した後に行えるようになった対策や活動について伺ったところ、「一斉捕獲が

行えるようになった」、「迅速な対応がとれるようになった」などの回答が得られた。これは、

実施隊の隊員が非常勤の公務員であることから、指示系統が明確になったことによるものと

思われる。その他、「防護柵の設置やわなの購入などがしやすくなった」や「住民への研修や

職員の意識向上につながった」という声も聞かれた。今後も実施隊活動により、地域の実情

に応じた効率的・効果的な鳥獣被害対策の推進が期待される。 

  

優遇措置 市町村数
活用していない 203
狩猟税の軽減 276
公務災害の適用 208
特別交付税措置 141
ライフル銃の所持許可 101
その他 34
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写真2-5-6 雲仙市の取組風景 

 

５．５ 被害軽減に結びつく実施隊の体制 
以上のアンケート結果と現地ヒアリングの結果から、以下の取組みが実施隊の効果的な運

用につながると考えられる。 

・効果的な対策をコーディネートのできる市町村職員の存在 

・被害を受けている農業者が関わる体制 

・狩猟者減少の中で、農業者が自ら捕獲者となる体制 

  

写真2-5-4 A級インストラクターに 

よる民間実施隊への指導

写真2-5-5 集落点検 
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６．地域ぐるみの総合対策における事例研究の整理 
 

６．１ 目的 
地域ぐるみの被害対策の成功要因を明らかにする。 

 

６．２ 方法 
サルを対象に行動域調査、集落環境調査、防護柵設置、組織的追い払いを進めている三重

県農業研究所及び兵庫県森林動物研究センターを対象に、ヒアリング調査・現地確認調査を

行い、対策を推進するための組織体制、住民のモチベーションを維持するためのノウハウ等

を明らかにする。 

 

６．３ 結果 
（１）兵庫県 

兵庫県は少ない群れが離れて生息しており、多くの群れで加害レベルが高くなっている

（2-6-1）。農業被害、生活被害、精神的な被害（被害者感情）が発生し、被害の軽減と個体

群の維持の両立が問題となっている。篠山市の取組について現地ヒアリングを行った。 

 

 

図2-6-1 兵庫県のサルの分布（兵庫県森林動物研究センター資料より） 
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１）兵庫県篠山市の鳥獣被害の状況 

・サルは、市内に４群 

・その他、シカ・イノシシが生息 

・シカ・イノシシ対策で、集落柵を設置しているため、シカ・イノシシの農地出没は抑制 

 

２）獣害対策 

●被害防除 

①林辺整備活動支援事業 （緩衝帯整備、H25） 

②サル出没地域連絡会設立（H25） 

③サル追い払い犬の育成 （H22～） 

④サル用電気柵の設置 （H24～） 

⑤ロケット花火とサル鉄砲の配布 （H25） 

⑥出前講座 （H25） 

⑦群れ位置情報メール （H21～） 

⑧煙火講習 （H24～） 

⑨電動ガンの配布 （H21～） 

⑩接近警戒システム （H16～） 

 

●個体数調整 

①個体数抑制 （メスは対象外、H24～） 

②問題個体捕獲 （センター職員が実施） 

 

●環境整備（県事業） 

①野生動物育成林整備事業（緩衝帯整備） 
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写真2-6-1 おじろ用心棒          写真2-6-2 サル追い払い用花火 

 

 
写真2-6-3 追払い用エアガン        写真2-6-4 花火発射器（手作り、連射式） 

 

 
写真2-6-5 サル監視用アンテナ       写真2-6-6 集落内の農地にも 

おじろ用心棒を設置 
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（２）三重県 

三重県は100前後の群れがほぼ連続的に分布し、各地で人馴れが進んでいる。被害地が多

く、農業被害の軽減と分布拡大の阻止が課題である（図2-6-2）。 

 

 

図2-6-2 三重県のサルの分布図（三重県農業研究所資料より） 

 

１）三重県伊賀市下阿波地区の鳥獣被害の状況 

・サルは、下阿波地区に２群 

・その他、シカ・イノシシが生息 

 

２）獣害対策 

獣害対策をステップごとに進めていく。 

ステップ１ 研修会・座談会 

ステップ２ アンケート調査 

ステップ３ 集落の被害状況の把握 

ステップ４ 現地研修会（集落点検） 

ステップ５ 問題点や課題の整理 

ステップ６ 被害対策の実施 

ステップ７ 成果と残された課題の整理 
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集落点検を「獣害に強い集落」づくりにつなげるために、以下を行う。 

●問題点を文章化する 

●解決策や目標を考え明記 

●できること、役割分担を明記 

●「間違い探し」で終わらない 

 

 
写真2-6-7 現地ヒアリングの様子      写真2-6-8 おじろ用心棒 

 

 

表2-6-1 兵庫県と三重県の総合対策の実施状況 
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鳥獣被害対策は、地元、行政（市町村・都道府県）、第三者的な機能を持つ研究機関や民間

団体などが、相互に情報交換し、協力しあう体制を作り、被害防除、集落環境整備、個体数

調整等の総合対策を実施することが重要である（図2-6-3）。 

 

 

図2-6-3 相互協力のイメージ図 
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Ⅲ イヌを活用した新たな被害対策技術の検討（選択的捕獲技術の検証） 
 

１．イヌを使った被害対策の実施についてのアンケート結果 
イヌを使った被害対策を実施していると回答した市町村は76市町村であり、過去にイヌを

使った被害対策を実施したと回答した市町村は17市町村であった。76市町村のうち、62市

町村では、動物の監視や追い払いにイヌを活用し、12市町村では捕獲に活用していた。イヌ

を活用した対策により、被害が減ったと回答した市町村は全体の 45%であり、効果検証をし

ていないことから効果について不明と回答した市町村は41%であった。 

イヌを使った被害対策の対象動物では、47市町村がニホンザルを対象にしており、次いで

ニホンジカ、イノシシとなった（表3-1-1）。対策に使用するイヌの管理については、回答の

うち半数が住民による管理であった（表3-1-2）。また、イヌの訓練についても、飼い主に一

任されていることが大半であったが、訓練所や行政が関わり訓練している市町村も 23%あっ

た（表3-1-3）。 

多くの市町村では、住民が飼育しているイヌを被害対策に活用していたが、一部では訓練

士など専門家が訓練したイヌを使った対策も実施されていた。今後イヌを使った対策を更に

進めるためには、対策の効果検証を行い、効果的な活用方法についての普及を図る必要があ

る。 

 

表3-1-1 イヌを使った被害対策の対象動物 

対象動物  回答数

ニホンザル 47
ニホンジカ 12
イノシシ 12
ツキノワグマ・ヒグマ 2

ノヤギ 1

 

表3-1-2 イヌの飼育管理者 

飼育管理者 回答数 

１．住民 38

２．狩猟者 29

３．訓練所等 1

４．自治体 5

無回答 3

合計 76

 

表3-1-3 イヌの訓練体制 

訓練体制 回答数 

１．飼い主に一任 55

２．訓練所（士）に一任 9

３．訓練士が飼い主を指導 8

４．事業等行政側で管理 6

５．その他 2
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２．探索犬を用いた追跡捕獲技術の検証 
２．１ 調査目的 
本調査はイヌを活用した新たな被害対策技術の検証を目的とした。探索犬（訓練を受けた

イヌ）により、農地等に出没する加害個体のみを選択的に捕獲できれば、効果的・効率的な

駆除ができ、農作物被害の減少につながることが期待できる。 

 

２．２ 調査地域 
調査地は、アクセスの利便性、イノシシの生息状況、被害発生状況（写真3-2-1及び写真

3-2-2）、今までの捕獲実績（昨年20頭以上）に基づき、富士山の麓である山梨県南都留郡鳴

沢村の猟友会に依頼し、山麓の鳴沢村内で捕獲を実施した（図3-2-1）。捕獲後、電波発信器

を装着したイノシシの追跡は、鳴沢村及びその周辺地域とし、通常イノシシよりも行動範囲

の広いシカが移動する可能性のある区域まで範囲を拡げ捜索を行った。また、上記の地域に

おいても発見に至らない場合、個体の捜索範囲をさらに拡げ、鳴沢村の東方面である河口湖

町、富士吉田市、南西方面である静岡県の隣接地域も考えて、電波を探査した。 

 

 

図3-2-1 イノシシ捕獲用箱ワナの設置位置図および調査地域 
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２．３ 実施体制 
事業実施主体である株式会社野生動物保護管理事務所を主体に、犬訓練業者である村瀬ド

ッグトレーニングセンターと地元猟友会である山梨県猟友会鳴沢村支部の協力を得て調査を

実施した。 

 

２．４ 調査期間 
イノシシを捕獲するための箱ワナ、誘引物及び動物の出没状況をモニタリングするための

自動撮影カメラの設置は2013年11月13日～14日に行った。餌付け期間後、11月30日から

ワナを作動させ、捕獲を開始した。12月14日にイノシシ５頭を捕獲し、15日にはイノシシ

2頭に発信器を装着した。探索犬における発信器装着個体の追跡は、2013年12月19日から

2014年1月23日までに４回実施し、その後2月8日の記録的な大雪によって、交通網の遮

断と社会的な情勢から、調査を中止せざる得なくなった。2014 年 3月 14 日、モニタリング

用カメラを撤収した（表3-2-1）。 

 

  

写真3-2-1 イノシシの痕跡（富士山麓） 写真3-2-2 ワナ設置地域周辺の 

キャベツ畑 
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表3-2-1 捕獲・発信器装着・追跡に関する業務行程 

 

 

２．５ 調査方法（検証手法）： 
（１） イノシシ臭跡における追跡訓練 

特定のイノシシ個体を臭跡により追跡させるため、まず訓練所内外において、イノシシの

死体を用いて、犬の訓練を行った。具体的には、ウリボウ（若齢個体）を縄に付けて、歩き

ながら地面を引きずることにより、地面に付けた臭いを犬に覚えさせ、その臭いを辿って追

跡する訓練を行った（写真3-2-3）。 

  

年月日 調査内容 場所 備考

2013/11/13 (水) カメラ設置・誘引物撒き 鳴沢村 誘引開始

2013/11/30 (土) 捕獲開始（ワナ稼働） 鳴沢村

2013/12/14 (土) 捕獲成功（5頭） 鳴沢村

2013/12/15 (日) 発信器装着（2頭） 鳴沢村

2013/12/19 (木) 探索犬による追跡１日目 鳴沢村 発信器イノシシの探査

2013/12/23 (月) 探索犬による追跡２日目 鳴沢村 発信器イノシシの探査

2014/1/9 (木) 追跡・発信器テスト 鳴沢村 発信器イノシシの探査

2014/1/21 (火) 発信器装着個体の追跡 富士北麓・富士宮 発信器イノシシの探査

2014/1/22 (水) 探索犬による追跡３日目 鳴沢村 イノシシ1頭捕獲

2014/1/23 (木) 探索犬による追跡４日目 鳴沢村

2014/2/16 (日) 探索犬による追跡５日目 鳴沢村 大雪で中止

2014/2/23 (日) 発信器装着個体の追跡 富士北麓・富士宮 大雪で中止

2014/2/24 (月) 探索犬による追跡６日目 鳴沢村 大雪で中止

2014/2/25 (火) 探索犬による追跡７日目 鳴沢村 大雪で中止
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写真3-2-3 ウリボウの臭跡を追跡訓練する風景 

 

（２） イノシシ捕獲と電波発信器装着 

山梨県猟友会鳴沢支部と緊密に連携を取りながら、地元の管理捕獲と合わせて、箱ワナに

よるイノシシの捕獲を実施した。捕獲実施のための作業として、イノシシの行動痕跡の確認、

14箇所での箱ワナと誘引物の設置（図3-2-1、写真3-2-4）、イノシシの出没状況と誘引物の

誘引効果を監視する自動撮影カメラの設置・モニタリングを行った（写真3-2-5）。捕獲され

た場合、イノシシを速やかに不動化させ、電波発信器の装着を行い、覚醒後に放獣した。発

信器装着個体の数は最大３頭まで想定し作業を進めた。 

 

 
写真3-2-4 箱ワナと誘引物の設置 
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写真3-2-5 カメラによるイノシシのモニタリング 

 

個体の不動化には、麻酔薬のゾラチル 100mg と鎮静薬のドルべネ２mg の混合液を用いた。

捕獲したイノシシには、①国内電波法に適合したイヤータグ式LT-05発信器装着（サーキッ

トデザイン社製、写真 3-2-6）及び②耳標の装着を行い、③年齢クラスの確認と外部計測な

どの作業を麻酔の覚醒状況と個体の健全性を確認しながら可能な限り実施した。電波を受信

しやすくするため、イヤータグ式発信器のアンテナ部が上を向くようにできるだけ耳の根元

側に装着した。作業終了後は、麻酔薬の拮抗剤として塩酸アチパメゾールを筋肉内に注射し、

麻酔からの覚醒を行った。イノシシが起き上った後も、しっかり立ち上がるまで目視で観察

を続け、個体の安全を確認した。 

 

 
写真3-2-6 国産の技術基準適合の発信器 

 

（３） 電波発信器装着個体の確認（方位探査） 

探索犬が発信器を装着したイノシシ個体を追跡できるかを確かめるため、事前に発信装着

個体の位置を特定した。イノシシの追跡にあたっては、受信器と３素子型八木アンテナ（米

国ATS社）を用いて、発信器の電波が強い方向を探り個体の位置を特定した(この作業を方位
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探査という)。 

 

（４） 探索犬の種類 

発信器をつけて放したイノシシを臭跡によって追跡・発見させるため、本業務で使用した

犬は既に訓練を受けた好奇心旺盛かつ落ち着いた性格を持つ非闘犬種のシェパードとした。 

 

２．６ 結果と考察 
（１） イノシシ捕獲にいたるまでのモニタリング 

11月13日から誘引を開始した（表3-2-1）。誘引物は、カボチャ、米、ヌカを中心に使用

した。ワナの場所によって異なるが、シカが最も早く誘引された。イノシシはシカよりも警

戒心が強く、ワナへの接近に時間がかかった（写真3-2-7）。 

 

①イノシシ      ②シカ 

 

 
③タヌキ         ④捕獲されたシカ 

写真3-2-7 ワナの餌に誘引された動物 
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図3-2-2 箱ワナ周辺における動物の出没状況 

（イノシシを捕獲できたワナ４と６で撮影された動物種ごとの延べ頭数） 

 

（２）捕獲と発信器装着 

2013年12月14日、イノシシが５頭捕獲された。その中から比較的健康である２頭に発信

器を装着した（写真3-2-8～写真3-2-10、表3-2-2）。 

 

 
写真3-2-8 捕獲されたイノシシ       写真3-2-9 不動化されたイノシシ 
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写真3-2-10 発信器が装着されたイノシシ（イノシシ1301、イノシシ1302） 

 

表3-2-2 発信器装着イノシシの概要 

 

個体番号 農水イノシシ1301 農水イノシシ1302

捕獲年月日 2013/12/14 2013/12/14

捕獲場所 鳴沢村 鳴沢村

捕獲方法 箱ワナ 箱ワナ

性別 オス メス

発信器周波数 142.96 142.98

推定年齢 1.5 1.5

体重（kg） 21 21.5

全長（直） 935 975

体長 570 580

尾長 113 145

体高 450 490

肩高 426 435

頭囲 462 455

首囲 475 496

胸囲 614 648

胴囲 712 740

腰囲 602 668

後肢長爪あり 207 212

前肢長爪あり 147 149

耳介長（内） 72 72

耳介長（外） 60 78

耳介幅 59 61

鼻長 140 164

計測の単位はmm
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（３）追跡 

●現地における追跡訓練の結果 

発信器装着個体の追跡の前に、訓練された探索犬が、現地においてイノシシの臭跡を追跡

できるかどうかを、イノシシの痕跡をもとに試験的に実施した。探索犬は、獣みち等から臭

いを嗅ぎ分け追跡を行った。この追跡調査は４日間実施し、合計８回の追跡を行った。追跡

結果の概要は表3-2-3に示した。追跡の直線距離は最長で1105.6メートル、追跡時間は最長

で約４時間であり、長距離・長時間の追跡も可能であることがわかった。追跡の結果、イノ

シシの採食痕や寝床にたどり着くことができた（図3-2-3、写真3-2-11）。追跡の際は、新し

いイノシシの足跡であれば迷うことはほとんどなかった。 

図3-2-4に示したように、実際の追跡距離は直線距離より長くなることが考えられた。 

 

表3-2-3 探索犬によるイノシシ追跡結果概要 

 
  

追跡日
追跡
順番

開始時刻 終了時刻
追跡

直線距離
追跡結果

2013/12/19 (木) 1 2013/12/19 14:31 2013/12/19 15:38 1105.6 採食痕

2 2013/12/23 15:24 2013/12/23 15:34 386.5 採食痕・糞

3 2013/12/23 15:36 2013/12/23 15:55 62.6 採食痕・寝床

4 2014/1/22 10:45 2014/1/22 11:10 505.9 採食痕

5 2014/1/22 11:11 2014/1/22 11:52 609.6 採食痕

6 2014/1/22 14:00 2014/1/22 15:15 1506.9 採食痕・寝床

7 2014/1/23 9:47 2014/1/23 11:33 641.1 採食痕

8 2014/1/23 12:10 2014/1/23 16:14 1014.9 採食痕・寝床

2013/12/23 (月)

2014/1/22 (水)

2014/1/23 (木)
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①イノシシの足跡              ②雪をかき分け採食した跡 

 
③イノシシの寝床             ④イノシシの寝床と探索犬 

写真3-2-11 探索犬によるイノシシを追跡時発見したイノシシの痕跡 
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図3-2-3 探索犬によるイノシシの痕跡追跡開始と終了地点 
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図3-6-3 探索犬によるイノシシの痕跡追跡ルート（一例） 
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●発信器装着個体の追跡 

発信器を装着したイノシシの居場所を地上波により同定した後、その周辺から臭いを辿っ

て追跡を開始する方法とした。発信器装着４日後の2014年12月19日に、１回目の追跡調査

を行った。発信器装着個体を捜索したが、この日は発信個体の電波を確認することができな

かった。それ以降、2014 年１月 24 日までの間に広範囲に渡って捜索を行ったが発信を確認

することができなかった。 

 

●イノシシの長距離移動 

2014 年１月 14 日、静岡県森林・林業研究センターから富士宮市北山周辺でイノシシ個体

1301 が捕獲されたとの連絡を受けた（図 3-2-5）。さらに、2014 年３月８日にも、静岡県森

林・林業研究センターから富士市大渕でイノシシ個体1302が捕獲されたとの連絡を受けた。 

装着地点から捕獲地点までの距離は20～30kmも離れており、イノシシの移動距離としては、

かなり長距離移動をしたことになる。今回の長距離移動は、度重なる大雪の影響で、イノシ

シが積雪深の浅い地域を求めて静岡県側に移動したことによるものと考えられる。 

 

図３－２－５ 発信器装着個体の再捕獲位置と予想された移動経路 

 

●イノシシ探索の可能性 

今回は、発信器装着個体による試験はできなかったが、訓練されたイヌは、イノシシが移動

の際に残した臭い（臭跡）を確実に追跡し、採食痕や寝床まで辿り着くことができた。この

ことから、実際に臭跡をたどってイノシシを発見することは十分に実現可能であると考えら

れた。  
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Ⅳ 全国検討会（全国鳥獣被害対策サミット）の開催 

１．全国検討会の出席者 
全国検討会は当日参加も含め200人以上の方にご参加頂いた。当日はアンケートを配布し、

56人の方から回答を得た。 

参加された方の所属は、76%が自治体であった（図 4-1-1）。鳥獣被害対策に携わっている

年数では１年以上３年未満の方が48%で最も高くなっていた（図4-1-2）。また、全国検討会

についての情報の入手方法では、案内メールが最も高くなっていた（図4-1-3）。 

今回の全国検討会で役立った情報は、先進事例に関するものが 48%と最も高くなっていた

（図4-1-4）。 

 

 
写真4-1-1 全国鳥獣被害対策サミット会場 
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写真4-1-2 会場風景 

 

 

図4-1-1 参加者の所属 
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図4-1-2 鳥獣被害対策の経験年数 

 

図4-1-3 全国検討会の開催について知った方法 

 

 

図4-1-4 全国検討会で一番役立った情報は？ 
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10.7%
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ホームページ

知人の紹介
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パネルディスカッ

ション
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全国検討会では事前に以下のパンフレットを配布した。 
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２．先進事例報告 
事業成果報告については、この報告書の中でまとめた。また、先進事例報告については当

日のスライドを添付する。 

１）被害の評価・被害対策の効果検証 兵庫県森林動物研究センター 坂田宏志 
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２）鳥獣被害対策実施隊の効果的な運用 長野県小諸市 竹下毅 
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３）地域ぐるみの総合対策 三重県農業研究所 山端直人 
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３．展示ブース 
当日は９つの企業や団体に出展して頂いた（表4-3-1）。 

 

表4-3-1 出展企業と主要な展示 

 

 

 

写真4-3-1 展示ブース全景               写真4-3-2 展示ブース 

 

  

企業名 主要な展示

（株）アイエスイー　 まる三重ホカクン

（株）ALSOK ICT技術

(株)一成 かぞえもん

（株）北原電牧 電気柵

（株）クイージ ジビエ料理

（株）サージミヤワキ　 電気柵

（株）末松電子 おじろ用心棒

東京農工大学狩部 活動紹介

（株）富士通 ICT
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Ⅴ 委員会の開催 

本事業を進めるにあたり、鳥獣被害対策手法確立検討委員会を組織し、検討委員会を通じ

て、事業の進め方や取りまとめ方針についてご検討頂いた。 

 

１．委員会の概要 
委員会の名称 委員の氏名 所属・専門分野 役割分担内容 備考

鳥獣被害対策

手法確立検討

委員会 

大井 徹 

 

宇野 裕之 

 

大橋 正孝 

 

小寺 祐二 

 

鈴木 克哉 

 

本田 剛 

 

山端 直人 

 

森林総合研究所／哺乳類生態学、野

生動物管理学 

千葉県立中央博物館／野生動物保護

管理学、保全生物学 

静岡県森林・林業研究センター／野

生動物管理学 

宇都宮大学農学部附属里山科学セン

ター／野生動物管理、自然生態系保

全兵庫県森林動物研究センター／霊

長類学、野生動物管理学 

山梨県総合農業技術センター／獣害

対策 

三重県農業研究所／獣害対策、農業

経営 

委員長 

 

シカ対策担当 

 

シカ対策担当 

 

イノシシ対策

担当 

ニホンザル対

策担当 

被害防除機器

担当 

被害対策実施

体制担当 

 

 

以下、

あい

うえ

お順 

 

 

２．委員会の開催 
第１回検討委員会 2013年７月31日 

第２回検討委員会 2013年11月25日 

第３回検討委員会 2014年２月３日 
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Ⅵ 報告書等の作成・配布 

１．市町村向け報告書概要パンフレット 

事業報告書を簡潔にまとめた概要版(カラー印刷12ページ)は、アンケート対象の市町村等

に配布した。 
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